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Ａ．研究目的 

新型コロナウイルス感染症流行及び感染症対

策による、妊娠・出産、また子どもの生活や

環境等の変化、また、それらによる親子の、

特に乳幼児期の心身への影響が懸念されてい

る。例えば、食行動・食事摂取量の低下また

は増加、身体活動量の低下、うつ、不安 、自

殺などのメンタルヘルスへの影響などである

1), 2), 3), 4)。さらに、 新型コロナウイルス感染

症流行中・後に、母子の社会的孤立、貧困、

児童虐待の増加、家庭内暴力の増加など社会

的影響もある 5),6),7)。また、新型コロナウイル

ス感染症流行以前から、母親の孤立や産後う

つを背景とした周産期の自殺などメンタルヘ

ルスと、それらが短・長期的に子どもの心身

の健康に及ぼす悪影響の問題は指摘されてい

たが、感染流行及び感染症対策により、主に

集団で行っていた自治体の母子保健に関する

支援の機能は低下し、以前より存在していた

【目的】感染拡大と感染症対策により、集団で行われていた自治体の保健医療支援機能は低

下し、公衆衛生的課題が顕在化・増悪した。本研究は、感染症流行下など社会的環境変化の

もとで、乳幼児の保護者（・子ども）への支援を行っていた行政の支援過程を質的に明らか

にすることを目的とする。本年度は、昨年度収集したデータの分析を実施した。 

【方法】COVID-19下で何らかの取組みを行っていたことを条件に、人口規模や出生数などの

自治体特性にばらつきが出るように選定した。了承および担当者の同意を得たうえでインタ

ビューを実施。具体的には、感染拡大下における支援の変化、工夫、既存の取組の有効性に

ついて、2020年3月以降から現在までの経緯を聴取。内容は録音・録画し、守秘契約を結んだ

業者が逐語化、グラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）により継続比較分析を行っ

た。 

【結果】感染初期には【感染を防ぐ】ため【対面事業の中止】が行われたが、速やかに【感

染流行前からのつながり】を活用して【実施方法を変え】、【悪影響の大きい事業から再開】し

ていた。変更内容は【あらゆる手段で伝達】され、業務量増加に【総出で対応】していた。流

行の鎮静化に伴い、有益な変更は継続され、他は段階的に元の形に戻された。ハイリスク・特

定妊婦は【従来法で要支援妊婦を選別】し、援助希求性の低い妊産婦に対しては【複数のつな

がりから情報を得】て【定期的に連絡をとる】支援が行われていた。 

【考察】感染流行前からの自治体内部や関係機関との【つながり・連携の仕組み】により、感

染防止と母子保健を両立する支援が可能であった。有事に備え、平時からの連携体制の整備が

重要である。 
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公衆衛生的課題が顕在化、増悪したと考えられ

ている 1), 4), 8)。これらの背景には、両親学級や健

診等の行政における妊産婦同士の交流や他の子

どもを見聞きすることで保護者の子どもへの要

求が適正化される機会の減少、祖父母を含めた

実際的な子育て支援の減少、保護者の感染への

恐れによる看護職の家庭訪問の拒否、行政とし

ての感染防止施策としての家庭訪問の制限、子

育て広場などの育児支援システムの中止、里帰

りをして出産する妊婦の医療機関受け入れ拒否

などがある。一方で、集団支援・介入が困難な感

染拡大下においても、既存のシステムの活用で

ハイリスク群の把握をしたり、オンラインやス

マートフォンのアプリケーションを活用して看

護職の家庭訪問やオンライン相談などを工夫す

ることで母子の孤立や悪影響を最小限にとどめ

たと考えられる自治体もある。感染拡大下で、ど

のような普段の取り組みが役立ったのか、また、

新たに行ったどのような取り組みが悪影響を軽

減できた可能性があるのかが明らかになれば、

感染拡大下であっても親子が健康で過ごせる環

境・社会づくりに向けた対策を検討することが

できる。さらに、行政が行った支援過程の実際を

経時的に明らかにできれば、類似の事態に備え

るだけでなく、感染拡大下において享受するサ

ービスの居住地による格差を縮小できる可能性

がある。 

本研究の目的は、感染症流行下等の社会的な

環境変化下においても、乳幼児の保護者（・子ど

も）に対して支援を実施していた自治体の支援

の実際を質的に明らかにすることである。 

 

Ｂ．方法 

1) 研究参加者のリクルート 

インターネットの検索や都道府県の担当者等

への事前の聞き取り調査から、新型コロナウイ

ルス感染症流行時に何らかの取組みを行ってい

たことが明らかとなった自治体であることを必

須条件とし、自治体人口規模、合計特殊出生率、

出生数等の自治体の特徴がばらつくように、か

つ、研究者がアクセス可能である自治体を選定

した。具体的には、1718 市区町村を年間出生数

250 人未満、250 人から 1000 人未満、1000 人

から 3000 人未満、3000 人以上に層化し、研究

者が持つネットワーク（知人や友人等の紹介）を

通じて、自治体に協力を依頼した。 

研究について自治体の了承を得た後、各自治

体が選任した担当者（研究参加候補者）に対して、

個人が識別できる情報の匿名化、結果は個人が

わからないように発表すること、参加は任意で

あり断っても不利益をこうむらないこと等の説

明を行い、録音・録画及び情報保護の方法を含め

同意を得た上でインタビューを行った。 

本報告書は、行政の取り組みに関する調査で

あり通常は個人情報は含まれないが、インタビ

ュー調査が人を対象に行われること、調査過程

において個人情報を聴取する可能性があったた

め、日本体育大学倫理審査委員会の承認を得た

（承認番号 023-H108 号）。 

2) データ収集及び分析の手順 

同意が得られた参加者に対して、2020 年 3 月

以降の新型コロナウイルス感染症流行下におい

て工夫した取り組み、感染拡大前に行っていた

取り組みやそれらがどのように役立ったかにつ

いて、現状までを聴取した。内容は録音(オンラ

インの場合は録画)し、録音または録画の音声デ

ータは、守秘義務契約をかわした業者へ依頼し

て逐語禄におこし、これを分析データとした。分

析データは、グラウンデッド・セオリー・アプロ

ーチ (Grounded Theory Approach ; GTA)の継

続比較分析を用いた 9)。 

3) 研究参加者からの問い合わせ及び参加の撤回 

研究参加者には、一度研究参加に同意した後

でも、データの解析前であれば参加協力を撤回

することができると説明した（研究終了時まで

撤回の申し出はなかった）。撤回及びその他の問

い合わせにも応じられるよう、研究依頼文には、

研究申請者及び共同研究者の連絡先を明記した。 

 

Ｃ．結果 

  2024 年度までに、A 市 (年間出生数約 400

人)、 B 市(年間出生数約 890 人)、C 市(年間出生 
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数約 800 人)、D 市(年間出生数約 220 人)、 E 区

(年間出生数約 1700 人)と、小規模の自治体１か

所（D 市）、中規模の自治体 3 か所（A 市、B 市、

C 市）、大規模自治体１か所（E 区）の合計 5 自

治体 にそれぞれ調査を実施した。 

感染症流行下等の社会的な環境が変化してい

る状況において、乳幼児の保護者（・子ども）へ

の支援過程の概念図を図 1 に示した。 

 感染症流行が顕在化すると、自治体はただち

に【感染を防ぐ】ために、数週間から 1 か月程度

【対面事業の中止】をした。同時に子どもや母親

の健康に対して【悪影響の大きい事業から再開】

をするために【感染流行前からのつながり】をも

つ小児科医師会、助産師会、産婦人科に連絡をと

り【実施方法を変える】ための協力を求めた。例

えば、小児科医師会に対して少人数での健診ま

たは医療機関での個別健診の実施を依頼、産婦

人科・助産師会に対して、通常行政でも実施して

いる対面実施を要する沐浴の個別指導など医療

機関に依頼したことである。一方で、産婦人科で

は集団の「両親学級」を中止せざるを得なかった

ため、自治体で「両親学級」を行うよう依頼する

など【連絡を取り続けて補いあ】っていた。 

自治体は、集団で行う健診の１つである 4 か

月健診、予防接種、乳幼児全戸訪問、特定妊婦や

ハイリスク者を対象とした集団事業など、実施

しないことの【悪影響が大きい事業から再開】し

ていた。また、これら事業の【実施方法を変え】

ていた。【密を避け】るために、会場は一方通行

の動線とし、一定間隔で待合椅子を配置し、都度

の換気・備品の消毒を徹底の上、来所時間を分散

するために完全予約制で実施していた。また、集

団または参加者同士の交流を目的とした内容は

中止し、看護職など専門職が【個別に行】ってい

た。 

これら【悪影響が大きい事業から再開】したこ

とと【実施方法を変え】たことについては、すで

に定期的に放映している行政広報の 1 つとして

動画を提供する（大規模の自治体）など行政独自

の方法や、母子保健アプリ（例：母子モ）、SNS

（例：Twitter（当時。現 X））、ホームページ、

チラシ・ハガキの郵送、電話など、対象者に【あ

らゆる手段で伝達】していた。【あらゆる手段で

伝達】することは通常業務に追加で行う業務で

あった。このため【悪影響が大きい事業から再開】

を可能とするために、対象者への【あらゆる手段

で伝達】は、看護職や相談員といった専門職だけ

ではなく事務職員も含めて【総出で行っ】ていた。 

 感染流行の顕在化後、両親学級も【対面事業の

中止】の対象であった。【密を避ける】ために、

対面以外の方法に代替可能な講義・演習は【実施

方法を変え】て、保健師、栄養士、歯科衛生士等

の多職種で作成した【動画配信】を行っていた。

【動画配信】は【感染流行前からのつながり】を

もつ行政内他部署の協力を得ていた場合もあっ

たが、協力の程度、有無、は、【感染流行前から

のつながり】の程度とインターネット整備状況

により異なっていた。 

対象者への【対面事業の中止】及び両親学級を

【動画配信】などに【実施方法を変え】ることは、

急ぐものは電話とハガキの郵送、全体に周知し

たいことは SNS、ホームページ、広報など【あ

らゆる手段で伝達】し通常の行政サービス提供

について【代替方法を示】していた。また、【動

画配信】内では、体験することに意味をもつ内容

について、例えば夫の妊婦体験は、リュックサッ

クに水を入れた2Lペットボトルをつめてお腹に

背負うなど、家にあるものでできる【代替方法を

示】していた。 

 上記と平行し、通常の両親学級や保健相談に

近い形での【実施方法に変え】るため、オンライ

ン上でのリアル配信やオンライン相談を行うた

めの話し合いや準備を行っていた。準備が整っ

た事業から、実施方法を【動画配信】から【リア

ルタイム配信】に切り替えていった。【リアルタ

イム配信】は、準備、実施、ナレーター、撮影、

チャットでの質問・画面上の参加者への対応な

ど通常よりも多くの人手を要したため専門職

【総出で行】っていた。集団・個別（来所）の保

健相談・参加者同士の交流の【代替方法】として、

多くの自治体が【オンライン相談・交流】の実施

も開始したものの、結果的にほとんどの自治体
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で申込者が少なく、数か月で中止となっていた。 

乳幼児のいる家庭に個別訪問する乳幼児全戸

訪問は、感染流行前は、住民ボランティアや非医

療・相談職職員が実施していたが、いずれの市区

町村も全て看護職等の医療専門職に切り替えて

いた。家庭訪問に行く前に電話で互いの体調を

確認し互いに体調不良がない場合に訪問を行う、

玄関先の屋外でマスクをして会話するなど【感

染リスクを避け】ていた。感染流行下において感

染リスクを理由に訪問等を拒否されることが増

加した印象をもった調査対象者はいなかった。

むしろ個別の相談件数が増加したり、里帰り出

産ができなくなった、出産や子育ての不安が増

えた印象を持ったとの語りが複数得られた。な

お、いずれも全戸訪問や保健師等専門職の支援

は、感染流行前より住民に好意的にとらえられ

ていると感じていた調査対象者であった。 

 感染流行が下火になったり、まん延防止等重

点措置の発令が自治体及び近隣自治体で一定期

間生じなくなると、自治体は【以前の方法と比較】

した上で、【対面事業の中止】対象だった事業を

【段階的に戻】し、一方で、乳幼児健診の Web

予約システムなど自治体と住民双方にとって使

い勝手が良かった方法については【変更を継続】

していた。ほとんどの【対面事業の中止】対象の

事業は、感染流行前の【つながりを戻す】ために

【段階的に戻】し、かつ【頻回に再開の周知】を

行っていた。 

 通常、自治体はハイリスク・特定妊婦の同定

は、母子手帳交付時に既存のアセスメントシー

トで行う。感染流行下においても、自治体看護職

は【従来法で要支援妊婦を選別】していた。持病

をもつ妊婦や妊婦の希望により【感染リスクを

避ける】ために必要な場合は、妊婦本人ではなく

家族が来所して妊娠届を提出し母子手帳を受け

取ることもあった。このような場合は、【実施方

法を変え】て、通常対面の面接ではなく、家族が

提出または郵送してきた妊娠届を参照しつつ妊

婦へ電話で問診を行い【従来法で要支援妊婦を

選別】していた。その上で、ハガキを郵送したり

電話をしたり個別に家庭訪問を行ったりなど

【定期的に連絡をと】っていた。 

【定期的に連絡をとる】ことが不十分となって

しまいやすい援助希求性の低いハイリスク・特

定妊婦に対しては、【感染流行前からのつながり】

がある産科・助産院、精神科、小児科、保育所等

と【連絡をとり続けて補いあう】ことで、妊産婦

の家族・経済状況を含めた生活実態、妊産婦の言

動など【複数のつながりから情報を得】ていた。

感染流行前と同様にいずれかの機関が【定期的

に連絡をと】ることで周産期や児童虐待などの

リスクを軽減できると考えられていた。【複数の

つながりから情報を得る】ことにおいて、【感染

リスクを避ける】ことができる連絡票の送付や

電話などの方法は従来とおりに行っていた。一

方で、定例会議など対面で行っていた既存の連

携の仕組みはオンラインで継続して【感染リス

クを避け】ていた。 

 

Ｄ．考察 

新型コロナウイルス感染症流行初期には感染

を防ぐために対面事業の中止をしていた。一方

で、中止後すぐに、感染流行前からのつながりが

ある自治体内部署、産科・助産院、精神科、小児

科、保育所等と連絡をとり続けて補いあうこと

で実施方法を変えて、悪影響の大きい事業から

再開していた。   

事業実施においては、感染を防ぐために実施

方法を変更していたが、これらの変更はあらゆ

る手段で住民に伝達され、このことで通常より

も業務量が増えるため総出で対応していた。感

染流行の鎮静化に伴い、以前の方法と比較して、

変更を継続するものもあった一方で、住民同士

または母子のつながりを増やすために悪影響が

大きい事業から段階的に元に戻していた。 

ハイリスク・特定妊婦は従来法で選別して同

定していた。援助希求性の低いこれら妊産婦に

対しては、妊産婦の家族・経済状況を含めた生活

実態、妊産婦の言動など複数のつながりから情

報を得て、定期的に連絡をとれるようにしてい

た。 
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Ｅ．結論 

本研究で調査した感染流行下で取り組みを継

続していた自治体においては、感染流行前から

の自治体内部署及び関係機関とのつながり・連

携の仕組みを活用して、感染防止と母子保健の

両方の目的を達成する自治体の対応が行われて

いた。これらの事例から、感染流行という非常事

態において適切な行政支援を行うためには、感

染流行前からの自治体内部署及び関係機関との

つながり・連携の仕組みを十分に構築しておく

ことが重要である可能性が示唆された。 

一方で、本研究では、取組が困難であった自治

体との比較、短・中長期的な結果指標をでの量的

評価は行われていない。今後、それらを検討して

いくことが必要だと考える。 
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図 1 支援過程の概念図 

 


